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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に取付けられた被削材を回転させて切削工具で切削する鋼の切削方法であって
、
　前記被削材は、Ｂ、Ｎ、及びＡｌを少なくとも含む快削鋼であり、
　前記装置本体と前記切削工具との間を電気絶縁状態として、前記切削工具の切削面に、
前記快削鋼に含有するＮ及びＡｌからＡｌＮの保護膜が形成されるように、前記切削工具
と前記快削鋼との間に所定値の電流を流して、前記快削鋼を切削することを特徴とする鋼
の切削方法。
【請求項２】
　前記電流は、５ｍＡから１０ｍＡの範囲であることを特徴とする請求項１に記載の鋼の
切削方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の鋼の切削方法を実行する切削装置であって、
　前記切削装置は、前記電流を発生させる電源と、該電源から流れる電流を、前記所定値
に調整する電流調整手段と、を備えていることを特徴とする鋼の切削装置。
【請求項４】
　装置本体に取付けられた被削材を回転させて切削工具で切削する鋼の切削装置であって
、
　該切削装置は、前記装置本体と前記切削工具との間に配置した電気絶縁体と、電流を発
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生する電源と、該電源からの電流を調整して前記切削工具と前記被削材との間に電流を流
す電流調整手段と、を備え、
　該電流調整手段は、前記切削工具の切削面に、前記被削材に含有している元素により切
削中に保護膜を形成するに最適な所定値の電流を流すものであることを特徴とする鋼の切
削装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切削工具を用いて被削材を切削する鋼の切削方法およびその切削装置に係り
、特に、切削時における磨耗を低減し、工具の長寿命化が可能な鋼の切削方法およびその
切削装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被削材である鋼を切削する切削装置としては、図６に示すような、切削装置
５０が挙げられる。この切削装置５０は、接地された装置本体６０と、回転するチャック
６１等、を備えており、このチャック６１は、被削材１００を取り付けることが可能な構
成となっている。被削材１００は、装置本体６０に配置されたモータ（図示せず）により
チャック６１を回転させることで回転すると共に、装置本体６０の一端に取り付けられた
切削工具３０を押し当てることで、切削されるようになっている。
【０００３】
　たとえば、このような装置構成の一例として、装置本体に取り付けた鋳鉄（被削材）と
この装置本体とを電気絶縁状態にし、切削工具と鋳鉄との間に所定の電流を通電しながら
、この切削工具を用いて鋳鉄の切削を行う切削装置が実験的な装置として提案されている
（非特許文献１参照）。
【０００４】
【非特許文献１】Ｈ．Ｓ．Ｓｈａｎ，Ｐ．Ｃ．Ｐａｎｄｅｙ．Ｔｈｅｒｏｍｏｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｍｅｔａｌ　ｃｕｔｔｉｎｇ，Ｍｉｃｒｏｔ
ｅｃｎｉｃ，１９７０，２４，１，３０－３２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、図６に示すような切削装置５０を用いて被削材１００を切削する場合には、
切削工具３０と被削材１００とは異種金属であり、かつ切削中において両者は高温接点状
態となることから、両者の間にはゼイベック係数に依存する電圧が発生する。そして、こ
の電圧発生により図６の破線に示すように、工具３０－被削材１００－装置本体６０を電
気的な閉回路として電流が流れると共に、この回路の電流は、電気抵抗（主に装置本体６
０の抵抗）に依存し、極微小（１ｍＡ以下程度）流れるとされる。このゼイベック効果に
より流れる電流は、切削装置５０の有する電気抵抗、切削条件等により変動するものであ
り、工具の寿命を短くすると共に、その寿命にばらつきを与える要因となっていた。
【０００６】
　また、前記非特許文献１に記載のように、切削工具と鋼である被削材との間に電流を積
極的に流して切削することも、実験的に試みられているが、該試みによっては、確実に切
削性が向上し、工具の寿命が長くなるとの結果は得られていない。
【０００７】
　一方、従来から、バイト等の切削工具を用いて被削材である鋼の切削を行うにあたって
、該被削材の切削性を改善するために、被削材としての鋼の材料の内部介在物やその組織
の調整制御に重点をおいた研究が行われ、このような被削材として様々な快削鋼が開発さ
れ、実用化されてきた。特に自動車部品のうち、切削が必要な部品の多くには、このよう
な快削鋼が用いられている。
【０００８】
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　しかし、前述の如く開発された快削鋼は、切削性や工具の長寿命を目的としたものでは
あるが、被削材としての鋼の材料の内部介在物やその組織の調整制御に重点をおいた開発
であって、その快削鋼の切削性（被削性）及び切削工具の耐摩耗性を、鋼の材質（内部介
在物やその組織）と実際の切削時の切削方法との組み合わせ、つまり快削鋼の材質と切削
時における快削鋼の切削状態とを関連付けて、開発されたものではなかった。
【０００９】
　また、前記快削鋼の１つとして、Ｂ、Ｎ、及びＡｌの元素を含み、切削時に、快削鋼中
に含まれるＮとＡｌとが反応して、切削工具の表面にＡｌＮからなるコーティング膜を形
成し、工具の寿命を向上させる快削鋼（例えば、エヌケーケー条鋼（株）製ＢＮ快削鋼）
が開発されている。
【００１０】
　しかし、前記快削鋼についても、更にその切削性及び切削工具の耐摩耗性を向上させる
ために、その切削方法を改善して、切削加工製品の生産性を向上させることが求められて
いるものであり、そのことが今後の大きな課題となっている。
【００１１】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
Ｂ、Ｎ及びＡｌを少なくとも含む快削鋼を高速の切削速度で切削しても、快削鋼の被削性
を向上させ、切削工具を長寿命化させることができる鋼の切削方法及び切削装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、前記の課題を解決すべく多くの実験と研究をした。その結果、特定の種
類の快削鋼の切削時に該快削鋼に含有する元素によりベラークと呼ばれる保護膜が、切削
工具の磨耗する面（切削面）に形成されること、及び、安定的に前記保護膜を形成するに
は、切削工具と被削材である快削鋼との間に特定の大きさの電流を流しながら切削するこ
とが必要であり、この安定的な保護膜を形成することにより切削工具の磨耗が抑制され、
切削時における切り屑の厚みも小さくなり、かつ切削抵抗も低減されるとの知見を得た。
【００１３】
　本発明は、本発明者らが得た前記の新たな知見に基づくものであり、本発明に係る鋼の
切削方法は、装置本体に取付けられた被削材を回転させて切削工具で切削する鋼の切削方
法であって、前記切削材は、Ｂ、Ｎ、及びＡｌを少なくとも含む快削鋼であり、前記装置
本体と前記切削工具との間を電気絶縁状態として、前記切削工具と前記快削鋼との間に所
定値の電流を流して切削することを特徴としている。
【００１４】
　本発明において、Ｂ、Ｎ、及びＡｌを少なくとも含む快削鋼とは、Ｆｅを主材として、
ヘキサ窒化ホウ素と、Ａｌの単体を、含有させた金属材料であり、切削時に、切削工具の
表面に、ＡｌＮからなる保護膜を形成することができる材料である。そして、この被削材
、装置本体、及び切削工具を電気的な閉回路とした電流、すなわちゼイベック効果による
不安定な電流が流れないように、装置本体と切削工具との間に電気絶縁を行うものである
。このように装置本体と切削工具との間を電気絶縁状態で、切削工具と快削鋼との間に、
所定の電流を流しながら切削工具で快削鋼を切削すると、工具の寿命が延びると共に快削
鋼の被削性も向上する。
【００１５】
　好ましい態様としては、本発明の鋼の切削方法は、前記電流を、５ｍＡから１０ｍＡの
範囲で流すことを特徴とするものであり、このような範囲に微少電流を流しながら切削を
行うことにより、より被削材の切削性（被削性）がより向上するとともに、工具の磨耗も
より低減される。すなわち、この電流値が５ｍＡよりも小さい場合には、逃げ面磨耗は抑
制されるが、すくい面磨耗は効果的に抑制することができない。また、この電流値が、１
０ｍＡよりも大きい場合には、逃げ面の磨耗が進み、工具の寿命が低下する。
【００１６】
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　また、好ましい態様としては、この鋼の切削方法は、前記切削時における切削速度を、
１００ｍ／ｍｉｎから３００ｍ／ｍｉｎの範囲とすることを特徴とするものであり、この
ような範囲の切削速度で、前記の条件に基づいて切削を行うと、切削工具が磨耗する表面
（切削面）にＡｌＮの保護膜が効率よく形成される。すなわち、切削速度が１００ｍ／ｍ
ｉｎよりも小さい場合は、ＡｌＮの保護膜を切削工具の切削面に効率よく形成することが
できない。同様に、３００ｍ／ｍｉｎよりも大きい場合も、ＡｌＮの保護膜を切削工具の
切削面に効率よく形成することができない。
【００１７】
　前記の切削方法を効果的に実施することができる装置として、本発明に係る鋼の切削装
置は、前記電流を発生させる電源と、該電源から流れる電流を調整する電流調整手段と、
を備えている。さらに好ましい態様として、本発明に係る鋼の切削装置は、前記装置本体
と電気絶縁された切削工具取付体をさらに備えている。このように切削工具取付体とする
ことにより、切削工具を装置本体に取り付けることができると共に、装置本体と切削工具
との間を電気絶縁することができる。
【００１８】
　またさらに、鋼の切削方法を効果的に実施することができる装置として、本発明に係る
鋼の切削装置は、装置本体に取付けられた被削材を回転させて切削工具で切削する鋼の切
削装置であって、該切削装置は、前記装置本体と前記切削工具との間に配置した電気絶縁
体と、電流を発生する電源と、該電源からの電流を調整して前記切削工具と前記被削材と
の間に電流を流す電流調整手段と、を備え、該電流調整手段は、前記切削工具の切削面に
、前記被削材に含有している元素により切削中に保護膜を形成するに最適な所定値の電流
を流すものであることを特徴としている。
【００１９】
　本発明の鋼の切削加装置で切削を行うに際して、切削時に切削工具に保護膜を形成する
ため被削材として、上に示すような快削鋼を切削装置の装置本体の切削工具取付体等に取
り付ける。そして、この取り付けの際には、被削材、装置本体、及び切削工具を電気的な
閉回路とした電流が流れないように、装置本体と切削工具との間に電気絶縁体を配置する
。この結果、不安定な電流が被削材と切削工具との間に流れないので、切削時における切
削工具の磨耗が抑制される。
【００２０】
　さらに、この電気絶縁状態において、切削時に、被削材と切削工具との間に所定の値に
調整した電流を流しながら切削を行うことで工具の切削面（具体的には、切削工具と、被
削材とが接触して磨耗する工具の逃げ面及びすくい面）に、保護膜が形成されるので、す
くい面および逃げ面の磨耗が抑制され、工具の被削性も向上する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る鋼の切削方法およびその切削装置によれば、切削時に切削工具に保護膜を
形成できる特定の被削材の切削において、切削工具と被削材との間にわずかな電流を流し
ながら切削を行うことにより、切削工具の切削面に確実に保護膜が形成されることで、切
削工具のすくい面及び逃げ面の磨耗を抑制することができ、工具を長寿命化することがで
きる。さらに、切削抵抗も低下し、切り屑の厚みも小さくなり、快削鋼の被削性が向上す
る。そして、わずかな電流で前記効果が得られるので、安価に切削加工を実施することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に図面を参照しながら、本発明を実施の形態に基づき説明する。図１は、本発明の
鋼の切削方法を好適に実施することができる、鋼の切削装置の一実施形態を説明するため
の模式図であり、図２は、図１に示す電流調整手段４０の回路構成図である。以下、先に
述べた図６の切削装置５０と共通する箇所は、同じ符号を付して、説明は省略する。
【００２３】
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　図１に示すように本実施形態の切削装置１は、図６の如き従来の切削装置５０と比して
、さらに、電気絶縁体２０、電流調整手段４０、電源４１、及びロータリコネクタ８０を
備えている。
【００２４】
　電気絶縁体２０は、装置本体６０に取り付けられた切削工具３０と、装置本体６０と、
を電気絶縁状態にするように、装置本体６０の切削工具取付体（図示せず）と切削工具３
０との間に配置されている。この電気絶縁体２０は、ゴムなどの電気絶縁材料であって、
非導電性の材料であるならば特に限定されるものではない。また、切削工具取付体の材質
を、非導電性の材料にすると、電気絶縁体２０を配置しなくてもよい。
【００２５】
　このように、電気絶縁体２０を設けることで、被削材１０－装置本体６０－切削工具３
０を電気的な閉回路とした電流が流れないようにすることができる。また、この電気絶縁
体２０は、被削材１０と装置本体６０（具体的にはチャック６１）との間に配置して、被
削材１０－装置本体６０－切削工具３０を電気的な閉回路とした電流が流れないようにし
てもよい。
【００２６】
　電流調整手段４０は、被削材１０と切削工具３０との間に電流を流し調整するための手
段であり、配線４０ａの一端は、電源４１に接続され、さらにこの電源４１から被削材１
０に取り付けられたロータリコネクタ８０を介して被削材に接続されている。また、配線
４０ｂの一端は、切削工具３０に接続されており、切削工具３０から被削材１０に、通電
可能となっている。
【００２７】
　そして、図２に示すように、電流調整手段４０は、抵抗４２～４６、３ＷＡＹスイッチ
４７、及び電流計４８を備えている。また、抵抗４３、４６は、可変抵抗であり、電流計
４８の電流値の表示を見ながら、抵抗値を可変的に調整することで、被削材１０と切削工
具３０との間に流れる電流の調整を行うようになっている。
【００２８】
　具体的な電流調整方法としては、まず、３ＷＡＹスイッチ４７の接点４７ａに接続し、
電流調整手段４０内で電気的な閉回路を形成し、電流計４８の電流値の表示を見ながら、
可変抵抗４３で調整して被削材１０と切削工具３０との間に流すべき電流を設定する。そ
して、電流値の調整が完了すると、３ＷＡＹスイッチ４７の接点４７ｂに接続することで
、図１の破線に示すような電流調整手段４０－ロータリコネクタ８０－被削材１０－切削
工具３０の電気的な閉回路が形成され、被削材１０と切削工具３０との間に調整された電
流を流すことができる。またこの電流の微調整は、可変抵抗４６で行う。
【００２９】
　そして、このような装置構成において、装置本体６０に取り付けられた切削工具３０と
、前記装置本体６０と、を電気絶縁状態にし、切削工具３０と被削材１０との間に所定の
電流を流しながら、所定の切削条件で、切削工具３０を用いて被削材１０の切削を行う。
【００３０】
　また、本実施形態の被削材１０は、Ｂ、Ｎ、及びＡｌを少なくとも含む快削鋼であり、
Ｆｅを主材として、ヘキサ窒化ホウ素と、Ａｌの単体を、含有させた金属材料である。こ
のような材料を用いることで、切削時に、切削工具３０の表面に、ＡｌＮからなる保護膜
を形成することができる。
【００３１】
　また、切削工具の材質としては、超硬合金、サーメット、等が挙げられる。特に、Ａｌ
Ｎを含む切削工具は、ＡｌＮの保護膜と親和性がよくさらに好適である。
【００３２】
　そして、この快削鋼（ＢＮ快削鋼）の切削時には、工具の磨耗する面上に生成されるＡ
ｌＮからなる保護膜により磨耗が抑制されるが、快削鋼と切削工具との間に所定の電流を
流しながら、快削鋼と切削工具とが接触して磨耗する工具の切削面にＡｌＮの保護膜を形
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成させることで、工具の逃げ面及びすくい面の磨耗が低減され、工具の長寿命化を図るこ
とができる。
【実施例】
【００３３】
　以下に、本発明の実施例１、２を比較例１，２と対比して説明する。
（実施例１）
　実施例１－１：被削材には、表１に示すＳ４５Ｃ－ＢＮ鋼を用い、切削工具には超硬工
具Ｐ３０（ＳＮＭＮ１２０４０８）を用いた。上述した実施形態の如く、切削工具と装置
本体とを電気絶縁状態にし、切削工具から被削材に（この方向を正とする）一定の電流を
流した。この状態において、切削速度２００ｍ／ｍｉｎ、切り込み深さ０．５ｍｍ、送り
速度０．１ｍｍ／ｒｅｖ、切削時間１０分間、ドライ状態の（クーラントを使用しない）
条件で、切削を行った。また電流値を０ｍＡ～２０ｍＡの範囲で切削を行った。
【００３４】
　実施例１－２：電流の流す方向を被削材から切削工具（負の方向）にした点で実施例１
－１と異なり、その他は、実施例１－１と同じ条件で切削を行った。
【００３５】
（比較例１）
　比較例１－１：被削材に、表１に示すＳ４５Ｃを用い、電流値を０ｍＡ～１０ｍＡの範
囲で調整した点であり、その他は、実施例１－１と同様の条件で切削を行った。
【００３６】
　比較例１－２：電流の流す方向を切削工具から被削材（正の方向）にした点で比較例１
－１と異なり、その他は、比較例１－１と同じ条件で切削を行った。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　これらの実施例１、比較例１においては、逃げ面磨耗ＶＢと最大クレータ深さＫＴとは
、調整した電流値ごとに測定した。この結果を図３（ａ）、（ｂ）に示す。ここで、逃げ
面磨耗ＶＢは、図４に示すように、切削工具３０と被削材１０の接触により磨耗する、工
具の逃げ面における切削方向の磨耗の長さを示している。また、最大クレータ深さＫＴは
、工具すくい面において、切り屑１０ａにより工具すくい面が磨耗したときに形成される
クレータの最大深さを示している。
【００３９】
　図３の（ｂ）に示すように、実施例１－１（▲）、実施例１－２（▽）の場合は、被削
材と切削工具との間に５ｍＡ以上の電流を流すと、最大クレータ深さＫＴは減少した。ま
た、被削材と切削工具との間に流した電流が１０ｍＡ以下のときは、図３の（ａ）に示す
ように、逃げ面磨耗ＶＢの値が減少し、逃げ面の磨耗が抑制されるが、電流値が１０ｍＡ
を超えると、逃げ面磨耗ＶＢの値が増加した。また、実施例１－１（▲）と実施例１－２
（▽）の逃げ面磨耗ＶＢ、最大クレータ深さＫＴの値は同程度であった。
【００４０】
　一方、比較例１－１（●）の場合は、電流値を増加させると、逃げ面磨耗ＶＢの値は減
少するが、最大クレータ深さＫＴは増加した。また、比較例１－２（○）の場合は、電流
値を増加させると、最大クレータ深さＫＴは減少するが、逃げ面磨耗ＶＢの値は増加した
。
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【００４１】
（評価１）
　上記結果から、実施例１のように、被削材にＳ４５Ｃ－ＢＮ鋼を用いて、被削材と切削
工具との間に電流を流した場合には、電流の方向がいずれの方向であっても、切削工具の
寿命が向上することがわかった。特に、電流値を５ｍＡから１０ｍＡの範囲に調整すると
、逃げ面磨耗ＶＢ及び最大クレータ深さＫＴが共に減少し、工具の寿命が向上することが
わかった。
【００４２】
　しかし、比較例１のように、被削材にＳ４５Ｃを用いて、被削材と切削工具との間に電
流を流した場合は、実施例１に対して逃げ面磨耗も最大クレータ深さも大きくなると共に
、電流の方向に対しては、逃げ面磨耗ＶＢ又は最大クレータ深さＫＴのいずれか一方の磨
耗が抑制されるのみであって、切削工具の寿命が向上するとは解せない。
【００４３】
　そして、実施例１が工具の磨耗が抑制された理由としては、特定の値の電流を流すこと
により、被削材に含有されたＡｌとＮの元素が化学反応を起こし、被削材が接触する磨耗
しやすい切削工具のすくい面及び逃げ面（切削面）にＡｌＮの保護膜が形成されることに
起因すると考えられるし、その保護膜の形成は、電流の方向には、影響されないことが理
解できる。
【００４４】
（実施例２）
　実施例２－１：切削工具から被削材に（正方向に）５ｍＡの電流を流し、他の切削条件
は実施例１－１と同じくし、切削速度を変えて切削を行った。
【００４５】
　実施例２－２：被削材から切削工具に（負方向に）５ｍＡの電流を流し、他の切削条件
は実施例２－１と同じくし、切削を行った。
【００４６】
（比較例２）
　比較例２：切削工具と装置本体とを電気絶縁状態とせずに、かつ、切削工具と被削材と
の間に、電流を流さなかった点が実施例２－１とは異なり、他の切削条件は実施例２－１
と同じくして、切削を行った。
【００４７】
　これらの実施例２、比較例２においてせん断角φと切削抵抗とを、切削速度ごとに測定
した。この結果を図５（ａ）、（ｂ）に示す。尚、このせん断角φは、図４に示すように
、切り屑１０ａと被削材１０とで形成された角度である。ちなみに、このせん断角φが大
きいほどと、切り屑厚さが小さくなり、被削性がよいことを示している。
【００４８】
　図５に示すように、実施例２－１（▲）、実施例２－２（▼）の場合は、比較例２（△
）に比べ、せん断角φは大きくなり、さらに、切削速度１００ｍ／ｍｉｎから３００ｍ／
ｍｉｎまでの間は、比較例２に比べ切削抵抗が小さかった。
【００４９】
（評価２）
　このような結果から、実施例２は、切削工具と装置本体とを電気絶縁状態にし、被削材
と切削工具との間に、電流を流すことにより、切削工具の表面のＡｌＮの保護膜が確実に
形成され、その結果、せん断角φが大きくなって切り屑厚さが小さくなると共に切削抵抗
も小さくなり、被削性が向上すると考えられる。
【００５０】
　以上、本発明の一実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の
設計変更を行うことができるものである。本実施形態では被削材－装置本体－切削工具を
電気的な閉回路とした電流が流れないように電気絶縁体を設けたが、このような電流が流
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【００５１】
　また、本実施形態では、切削工具と被削材との間に流れる電流を安定して流すために、
電圧調整手段に直流電源を設けたが、変動なく電流を流すことができるのであれば交流電
源を用いてもよい。
【００５２】
　さらに、本実施形態では、快削鋼として、Ｂ、Ｎ、及びＡｌを少なくとも含む快削鋼に
ついて説明したが、被削材に含有している元素により切削中に保護膜を形成することがで
きるような鋼であるならば、特に鋼が限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態に係る切削装置を説明するための模式図。
【図２】図１に示す電流調整手段の電気回路図。
【図３】本発明の一実施形態に係る実施例１と比較例１との実験結果を説明するためのグ
ラフであり、（ａ）は、電流値と逃げ面磨耗との関係を示した図であり、（ｂ）は、電流
値と最大クレータ深さとの関係を示した図。
【図４】図３の実施例１及び比較例１の評価パラメータを説明するための図。
【図５】本発明の実施形態に係る実施例２と比較例２との実験の結果を説明するためのグ
ラフであり、（ａ）は、切削速度とせん断角との関係を示した図であり、（ｂ）は、切削
速度と切削抵抗との関係を示した図。
【図６】従来の切削装置を説明するための模式図。
【符号の説明】
【００５４】
　１：切削装置、１０：被削材、２０：電気絶縁体、３０：切削工具、４０：電流調整手
段、４１：直流電源、４２～４６：抵抗、４７：３ＷＡＹスイッチ、４８：電流計、６０
：装置本体、８０：ロータリコネクタ
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